
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２４年７月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第４４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年２月２５日 １３時１１分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北第５区の小松ふ頭第３号物揚場付近 

大阪府泉大津市所在の泉北大津東防波堤灯台から真方位１２１°１,８４

０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３０.９′ 東経１３５°２４.２′） 

事故等調査の経過  平成２３年３月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 第一 旭
きょく

栄
えい

丸、２９９トン 

   １３１３９４、明港汽船株式会社 

Ｂ 台船 ＳＫ－１６０８、約１,０５９トン 

   なし、宗田造船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士(航海) 

Ｂ 無人 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に破口を伴う凹損 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長が操船して阪神港堺泉北第５区の小松ふ頭第３号物揚場に

着岸しようとして約４ノット（kn）の速力で右転したところ、同物揚場に

係留中のＢ船に向けて接近し、平成２３年２月２５日１３時１１分ごろＡ

船の船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ａ船は、機関等に異常はなかった。 

 船長Ａは、風潮流等の外力の影響はなかったと思った。 

Ｂ船は、無人で第３号物揚場に右舷着けで係留していた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約９０cm（岸和田）  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、阪神港堺泉北第５区の小松ふ頭第３号

物揚場に着岸作業中、船長Ａが同物揚場に向けて

約４kn の速力で右転したが、右転の時機が適切で

なかったことから、同物揚場に無人で係留中のＢ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、阪神港堺泉北第５区の小松ふ頭第３号物揚場に着岸

作業中、船長Ａが同物揚場に向けて約４kn の速力で右転したが、右転の時

機が適切でなかったため、同物揚場に無人で係留中のＢ船と衝突したこと

により発生したものと考えられる。 



参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・着岸する場合、速力の制御を適切に行うこと。 

 ・係留中の船舶に接近する場合、十分な距離を確保すること。 

 




